
デ
ジ
タ
ル
庁

○

令
第

号

総

務

省

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律

第

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定

め
る
命
令
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主

務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令

で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令
で

定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
の
一
部
改
正
）



第
一
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

第
十
条

法
別
表
第
一
の
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条

法
別
表
第
一
の
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

一

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

で
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務

項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

予
防
接
種
法
第
六
条
第
四
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
必
要
な
協
力
に
関
す
る
事
務

三

予
防
接
種
法
第
六
条
第
三
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
必
要
な
協
力
に
関
す
る
事
務

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

七

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

七

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
附
則
第
十
八
条
の
二
の
予
防
接
種
証

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
（
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
●
号
）
附
則

明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
務

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予

防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
附
則
第
十
八
条
の
二
の
予
防
接
種
証
明
書

の
交
付
に
関
す
る
事
務

第
六
十
七
条
の
二

法
別
表
第
一
の
九
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

第
六
十
七
条
の
二

法
別
表
第
一
の
九
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ

き
行
う
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

［
削
る
］

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き
行
う
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務

［
削
る
］

二

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

予
防
接
種
法
第
六
条
第
一
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で

定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
十
二
条
の
二

法
別
表
第
二
の
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三

第
十
二
条
の
二

法
別
表
第
二
の
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る

年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る

事
務
と
し
、
同
表
の
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
予
防
接
種
の
対
象
者
に
係
る
次
に

事
務
と
し
、
同
表
の
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
予
防
接
種
の
対
象
者
に
係
る
次
に

掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
情
報

を
記
載
し
た
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
情
報

第
十
二
条
の
二
の
二

法
別
表
第
二
の
十
六
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
予
防
接
種
法
第
六
条
第

第
十
二
条
の
二
の
二

法
別
表
第
二
の
十
六
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
予
防
接
種
法
第
六
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
、
同
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
予

一
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
、
同
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
予
防
接
種
の
実
施
の

防
接
種
の
実
施
の
指
示
に
関
す
る
事
務
及
び
同
法
第
六
条
第
四
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
必
要
な
協
力
に
関
す

指
示
に
関
す
る
事
務
及
び
同
法
第
六
条
第
三
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
必
要
な
協
力
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同

る
事
務
と
し
、
同
表
の
十
六
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
予
防
接
種
の
対
象
者
に
係
る
予

表
の
十
六
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
予
防
接
種
の
対
象
者
に
係
る
予
防
接
種
法
施
行
令

防
接
種
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
情

第
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
情
報
と
す
る
。

報
と
す
る
。

第
五
十
九
条
の
二

削
除

第
五
十
九
条
の
二

法
別
表
第
二
の
百
十
五
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
予
防
接
種
法
第
六
条
第
一
項
の
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
し
、
同
表
の
百
十
五
の
二
の
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
予
防
接
種
の
対
象
者
に
係
る
予
防
接
種
法
施
行
令
第
六
条
の
二
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
当
該
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
情
報
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


